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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
休
み
期
間
中
に
日
中
活
動
の
場
所
を

提
供
す
る
こ
と
で
、
児
童
の
健
全
育
成
を

図
る
と
と
も
に
、そ
の
家
族
の
介
護
負
担

を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
に
障
が
い
児

長
期
休
暇
支
援
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

◆
対
象
者

○
特
別
支
援
学
級
お
よ
び
特
別
支
援
学

校
在
学
中
の
方

○
在
宅
で
生
活
し
て
い
る

１８
歳
以
下
の

身
体
障
害
者
手
帳
か
療
育
手
帳
を
お

持
ち
の
方

○
１８
歳
以
下
の
発
達
障
が
い（
自
閉
症
・

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
・
学
習
障
が

い
・
注
意
欠
如
／
多
動
性
障
が
い
な

ど
）
の
方

◆
期
間

　
８
月
１
日
（
火
）
〜
８
月

３１
日
（
木
）

　
休
み
　
土
日
・
祭
日

◆
時
間

　
午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時

３０
分

◆
内
容

　
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
音
楽
療
法
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
創
作
活
動
、

日
常
生
活
動
作
の
支
援
、
療
育
な
ど
の

支
援

◆
利
用
料
金
（
１
人
当
た
り
）

　
１
日
６
０
０
円

　
半
日
３
０
０
円

◆
開
催
場
所

　
大
方
誠
心
園

◆
持
参
す
る
も
の

　
お
弁
当

※
事
前
の
申
込
に
て
一
食
３
０
０
円
で

提
供
が
で
き
ま
す
。

○
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係
　

蕁

４
３
―
２
１
１
６

 

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
と
も
な
い
、

所
得
の
低
い
方
々
へ
の
負
担
の
影
響
を

考
え
、
簡
素
な
給
付
措
置
と
し
て
、「
臨

時
福
祉
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

 
こ
の
給
付
金
は
、
平
成

２６
年
度
か
ら

実
施
し
て
い
ま
す
が
、
消
費
税
の
引
上

げ
（
８
％
↓

１０
％
）
が
２
年
半
延
期
さ
れ

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
経
済
対
策
の
一
環

と
し
て
、
平
成

２９
年
４
月
か
ら
平
成

３１

年
９
月
ま
で
の
２
年
半
分
を
一
括
し
て

支
給
す
る
も
の
で
す
。

◆
支
給
対
象
者

　
平
成

２８
年
１
月
１
日
時
点
で
黒
潮
町

に
住
民
登
録
が
あ
り
、
平
成

２８
年
度
分

の
住
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
方
が
対
象
で
す
。
　

　
た
だ
し
、
次
の
方
は
対
象
外
で
す
。

・
平
成

２８
年
度
の
住
民
税
（
均
等
割
）
が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
税
法
上
の
扶

養
親
族
な
ど

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

・
支
給
決
定
ま
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
な
ど

◆
支
給
額

　
給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
５
千
円

◆
申
請
手
続

　
支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
４
月
下

旬
に
案
内
書
と
申
請
書
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、

申
請
期
間
内
に
役
場
担
当
窓
口
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

◆
申
請
期
限
　

　
１０
月

３１
日
（
火
）
ま
で

　
※
当
日
消
印
有
効

◆
給
付
方
法

　
申
請
書
受
付
後
、
審
査
の
う
え
、
支

給
対
象
者
の
指
定
口
座
へ
随
時
、
振
り

込
み
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係蕁

５
５
―
３
１
１
２

　
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な
保

険
料
の
納
付
期
間
が
、

２５
年
か
ら

１０
年
に

短
縮
さ
れ
ま
し
た
。
対
象
と
な
る
方
に
日

本
年
金
機
構
よ
り
「
短
縮
」
と
記
載
し
た

黄
色
の
封
筒
を
順
次
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
年
金
事
務
所

に
て
お
早
め
に
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
自
身
の
加
入
履
歴
が
、
国
民
年
金
第
１

号
被
保
険
者
期
間
だ
け
の
方
に
つ
い
て
は
、

役
場
の
年
金
担
当
窓
口
で
、
請
求
書
を
受

け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
年
金

事
務
所
で
手
続
の
際
は
、
事
前
予
約
で
ス

ム
ー
ズ
に
ご
案
内
が
可
能
で
す
。「
ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル（
蕁

０
５
７
０
―
０
５
―
１
１

６
５
）
」
に
お
電
話
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
そ
の
他
年
金
の
手
続
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ
は
、
役
場
ま
た
は
年
金
事
務

所
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
　
蕁

４
３
―
２
８
０
０

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
２
係

蕁

５
５
―
３
７
０
１

　
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

蕁

３
４
―
１
６
１
６

障
が
い
児
長
期
休
暇
支
援
事
業
の

利
用
に
つ
い
て

年
金
受
給
資
格
の
期
間
が
１０
年
に

短
縮
さ
れ
ま
し
た

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）

の
お
知
ら
せ

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー


